
 

 

日銀業第４３８号 

２０２３年１２月２８日 

 

 

オンライン担保差入先 御中 

 

日 本 銀 行 

 

 

 「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」の 

一部改正に関する件 

 

 

個別銘柄として脱炭素成長型経済構造移行債（脱炭素成長型経済構造への円滑な

移行の推進に関する法律（令和５年法律第３２号）第２条第２項に規定する脱炭素

成長型経済構造移行債をいう。）が発行されることとなったこと等に伴い、標記規

程の一部を別紙のとおり改正し、２０２４年１月１５日から実施することとしまし

たので、通知します。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本件に関する照会先】 

日本銀行業務局総務課営業・国債業務企画グループ ０３－３２７９－１１１１（代表） 

  佐藤（内線：６０９６）、山本（内線：６０８７） 



 

 

別紙 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」中一部改正 

 

 

○ 第１編Ⅱ．２．（７）ロ．中「日本銀行業務オンライン（以下「業務オンライ

ン」といいます。）」を「業務オンライン」に改める。 

 

 

○ 第３編（個別業務コード）の担保種類区分コードを横線のとおり改める。 

 

○ 担保種類区分コード 

「０００１」～「９９９９」の範囲内で、日本銀行が必要に応じて付番します。 

区 分 コード 

利付国債（注１） ０１０１ 

クライメート・トランジション利付国債 ０１１１ 

変動利付国債 ０２０１ 

分離国債（注１２） ０３０１ 

クライメート・トランジション分離国債（元本）（注３） ０３１１ 

物価連動国債 ０４０１ 

国庫短期証券（注２４） １５０１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

貸付債権担保住宅金融支援機構債券（注３５） ３２０１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

企業が振出す手形（注４６） ４００１ 

不動産投資法人が振出す手形（注４６） ４１０１ 

コマーシャル・ペーパー（注５７） ４２０１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

企業に対する証書貸付債権（注６８） ５００１ 

不動産投資法人に対する証書貸付債権（注６８） ５１０１ 

政府（特別会計を含む）に対する証書貸付債権（注６８） ５２０１ 

政府保証付証書貸付債権（注６８） ５２１１ 

地方公共団体に対する証書貸付債権（注６８） ５２２１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

担保余裕額指定１（注７９） ９９０１ 

（注１）クライメート・トランジション利付国債、変動利付国債および物価連動国債を除きます。 

（注１２）分離元本振替国債および分離利息振替国債をいいますクライメート・トランジション分離



 

 

国債（元本）を除きます。 

（注３）元利分離が行われたクライメート・トランジション利付国債の元本部分であった振替国債を

いいます。 

（注２４） 

（注３５） 

（注４６） 

（注５７） 

（注６８） 

（注７９） 

 

 

○ 第３編（個別業務コード）の適格担保掛目区分コードを横線のとおり改める。 

 

○ 適格担保掛目区分コード 

「０００１」～「９９９９」の範囲内で、日本銀行が必要に応じて付番します。 

区 分 コード 

国債（適格担保掛目区分コードが０１０１でない国債
（注１）を除く変動利付国債、分離国債（注１）、物価連動国
債、割引短期国債）および国庫短期証券（注２） 

０１０１ 

クライメート・トランジション利付国債 ０１１１ 

変動利付国債 ０２０１ 

分離国債（注３） ０３０１ 

クライメート・トランジション分離国債（元本）（注４） ０３１１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

貸付債権担保住宅金融支援機構債券（注３５） ３２０１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

コマーシャル・ペーパー（注４６） ４２０１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

企業に対する証書貸付債権（注５７） ５００１ 

∫ 

略（不変） 

∫ 

（注１）分離元本振替国債および分離利息振替国債をいいます。 

（注１）クライメート・トランジション利付国債、変動利付国債、分離国債（クライメート・トラン

ジション分離国債（元本）を含む。）および物価連動国債をいいます。 

（注２）略（不変） 

（注３）クライメート・トランジション分離国債（元本）を除きます。 

（注４）元利分離が行われたクライメート・トランジション利付国債の元本部分であった振替国債を

略（不変） 



 

 

いいます。 

（注３５） 

（注４６） 

（注５７） 

 

 

 

略（不変） 


